
▼令和元年度 登別市消費生活センター相談報告

登別市消費生活センターでは、令和元年度事業報告書を作成しました。令和元年度の

相談件数は 224 件で、昨年度の 252件から微減となりました。

令和元年度の相談の特徴として、架空請求のハガキや封書についての相談が、ピーク

時(平成 29 年度)の 101 件と比べると 68件と減ってきています。更に「このハガキは

架空請求だ」と理解した上で情報提供していただくことが増え、多くの市民の方に架空

請求についての危機意識を持っていただけているのではないかと感じます。

一方で、運輸・通信サービスが 69 件と年々増加の傾向にあります。運輸・通信サー

ビスには、インターネットの光回線契約や、未成年のオンラインゲームの課金などが含

まれます。今回は、中でも多くの相談があった光回線契約についての事例を紹介します。

▼光回線サービスの変更は内容をよく理解してから！

「2024 年以降アナログ回線が廃止されるから、今の電話は使えなく

なるので光回線電話に切り替えないか」「今より電話料金が安くなる」

といった電話を受けたことはありませんか？

まず、2024 年以降アナログ回線が使えなくなることはありません

ので、焦らずに考えましょう。安くなると勧誘されても、他のオプショ

ンサービスとセット契約だった場合、今の料金より高くなることがあ

ります。例えば、インターネットを全く使わない方がインターネット使い放題のオプション

内容を知らずに契約し、電話しか使わなかった時と比べて高額な料金となってしまう事例が

あります。また、現在契約している会社のプラン変更だと思い承諾したら、別会社との契約

になっていたというケースもあります。

勧誘されてもすぐには返事をせず、契約先の事業者名、サービス名など契約内容を確認し、

内容が理解できない、必要がないと思った場合はきっぱりと断りましょう。

光回線に関わらず、電話勧誘や訪問販売などで不安なことがあれば

登別市消費生活センター（☎８５－３４９１）までお気軽にご連絡ください！
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※裏面もお読みください




